
佐久市議会における議員定数改定の経過 

 

平成２７年３月２３日現在 

 

１ 平成１７年合併時の議員定数：３４人 

 

佐久市・臼田町・浅科村・望月町合併協議会において、市町村の合併の特例に

関する法律に規定する定数特例（※1）と在任特例（※2）の適用について協議が

され、その結果、これらの特例は適用せず、４市町村の議会議員は、新市設置の

日の前日に失職し、設置の日から５０日以内に設置選挙を行うこと、また、新市

の議会議員の定数は、地方自治法第９１条の法定上限定数（当時）である３４人

とすることが決定され、平成１６年８月２３日の合併協定書に明記された。 

なお、議員定数を３４人と定める佐久市議会議員定数条例は、市長職務執行者

の専決処分により、平成１７年４月１日に制定・公布された。 

 

※ 1 定数特例 合併関係市町村の協議により、合併後の市町村の法定上限 

 定数の２倍まで定数を増員することができる特例 

※ 2 在任特例 合併関係市町村の協議により、合併前の議員の任期を２年 

まで延長することができる特例 

 

 

２ 平成２１年の佐久市議会議員一般選挙から：２８人 

 

  合併後２年を経過する中で、議長からの議会改革の要請を受けた議会運営委員

会は、平成１９年１２月に、各会派から選出された１０人の議員から構成される

議会改革研究会を発足させた。 

議会改革研究会では、緊急課題である議員定数の見直しについて、調査・研究

を重ねた結果、次の一般選挙から議員定数を３４人から６人減じ、２８人とする

との結論に達し、平成２０年５月１６日に議会運営委員会に報告書が提出された。 

  報告書の提出を受けた議会運営委員会では、各会派の意向も踏まえ、議会改革

研究会の結論を重く受けとめ、この報告どおりとすることとし、同年５月３０日

にこの結果を議長に報告するとともに、同年６月１０日の議会全員協議会に報告

し、承認を得た。 

以上の経過に基づき、平成２０年第２回定例会最終日の６月３０日に、議会  

運営委員長が提案者、他の全委員が賛成者となり、次の一般選挙から定数を３４

人から２８人に減ずる内容の議員定数条例の一部改正議案が提出され、全会一致

で可決された。 



 

３ 平成２９年の佐久市議会議員一般選挙から：２６人 

 

平成２５年５月に設置された議会改革特別委員会に対し、同年７月に、議長  

から議員定数を検討項目とすることについて提案があり、これに基づき、同特別

委員会において、議員研修会、議員アンケート、市民アンケート、２回にわたる

議員間討議等を実施し、審議を重ねた結果、平成２７年２月１２日に、議長に  

対し、審議結果の報告書が提出された。 

その内容は、特別委員会として十分な議論を重ね、議員定数に関する合意形成

を目指したが、望ましい定数についての合意を得るまでには至らなかったこと 

から、多数決で結論を出すのではなく、ありのままの状況を報告することに   

なったとし、その状況について、委員８人のうち、現在の議員定数を削減すべき

であるとするものが５人、現在の議員定数は適正であるとするものが３人であり、

また、議員定数を削減すべきであるとする者５人のうち、定数２７人を適正と  

考える者が１人、定数２６人を適正と考える者が２人、定数２５人を適正と   

考える者が１人、定数２４人を適正と考える者が１人という結果を報告し、最後

に「議員各位におかれては、本委員会における結論及び議員研修会、議員アン   

ケート、議員間討議、市民アンケート等の結果を踏まえ、熟慮の上、平成２７年

佐久市議会第１回定例会において、定数条例改正案の提出等の必要な対応を  

お願いします」と結ぶものであった。 

この報告を受けて、さらに議会運営委員会及び会派代表者会議において、議員

定数の在り方について協議したが、意見の一致をみることはなかった。 

そこで、議員定数を削減すべきであるとの考えを共有する３会派の協議の結果、

平成２７年第１回定例会最終日の３月２３日に、３会派代表者３人の議員提案に

より、次の一般選挙から定数を２８人から２６人に減ずる内容の議員定数条例の

一部改正議案が提出され、討論（反対討論３人・賛成討論３人）・起立採決の結果、

賛成多数（議長を除き、賛成１８人・反対８人）で可決された。 

 

 


